
男女雇用機会均等法のポイント

性別を理由とする差別の禁止（第５条、第６条）

・男女双方に対する差別的取扱いを禁止

・募集・採用、配置（業務の配分・権限の付与を含む）、昇進・降格・教育訓練、福利厚生、

職種の変更・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新についての差別的

取扱いを禁止

間接差別の禁止（第７条）

・間接差別とは、

(1)性別以外の事由を要件とする措置であって、

(2)他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、

(3)合理的な理由がないときに講ずること

をいう。厚生労働省令により、以下の３つの措置について、合理的理由がない場合、間

接差別として禁止

･募集・採用にあたって身長・体重・体力を要件とすること

･総合職の募集・採用にあたって転居を伴う転勤要件とすること

･昇進にあたって転勤経験を要件とすること

妊娠等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止（第９条）

・妊娠・出産・母性健康管理措置・母性保護措置・妊娠又は出産に起因する能率低下等を理由

とする解雇・その他不利益取扱いを禁止

・妊娠中・産後１年以内の解雇は、事業主が妊娠等が理由でないことを証明しない限り無効

セクシュアルハラスメントの防止（第１１条）

・職場における男女労働者を対象とするセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理

上必要な措置を事業主に義務付け

母性健康管理（第１２条、第１３条）

・妊産婦に「通院時間の確保」及び「医師の指導に基づく措置を講じる」ことを事業主に

義務付け

女性労働者に係る措置に関する特例（第８条）

・雇用の分野のおける男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するこ

とを目的として、女性労働者に関して行う措置は違法でない旨を規定

労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置

○企業内における苦情の自主的解決（第１５条）

○都道府県労働局長による紛争解決の援助（第１７条）

○紛争調整委員会による調停（第１８条）

・調停は、紛争の当事者の一方又は双方からの申請により開始

報告の徴収並びに助言、指導及び勧告(第２９条）

・厚生労働大臣はこの法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して報告を求

め、又は助言、指導若しくは勧告することが可能

・厚生労働大臣の権限は、その一部を都道府県労働局長に委任することが可能



その他(第３０条、第３３条）

・事業主が上記勧告に応じない場合、その旨を公表することができる。

・事業主が上記報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、２０万円以下の過料
※セクシュアルハラスメント防止及び母性健康管理に関する義務は派遣先にも適用

（労働者派遣法第４７条の２）

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して

雇用管理上配慮すべき措置についての指針（抜粋）

１ はじめに

この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「法」という。）第

１１条第１項に規定する事業主が職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当

該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること

（以下「職場におけるセクシュアルハラスメント」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置について、同

条第２項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。

２ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

(1) 職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応

により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの（以下「対価型セクシュアルハラスメント」

という。）と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの（以下「環境型セクシュアルハラ

スメント」という。）がある。

(2) 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している

場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。例えば、

取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂

行する場所であればこれに該当する。

(3) 「労働者」とは、いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労

働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてをいう。

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者について

も、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法

律第８８号）第４７条の２の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主と

みなされ、法第１１条第１項の規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣

労働者についてもその雇用する労働者と同様に、３以下の措置を講ずることが必要である。

(4) 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的

な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な

関係を強要すること、必要なく身体に触れること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれ

る。

(5) 「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対

する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであって、その状況は

多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。

イ 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者

を解雇すること。

ロ 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について

不利益な配置転換をすること。

ハ 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議

されたため、当該労働者を降格すること。



(6) 「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動によ

り労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業

する上で看過できない程度の支障が生じることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、

次のようなものがある。

イ 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業

意欲が低下していること。

ロ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労

働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

ハ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労

働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

３ 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければなら

ない。

(1) 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の

周知・啓発として、次の措置を講じなければならない。

なお、周知・啓発をするに当たっては、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める

ため、その発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要である。

イ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントがあって

はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

ロ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨

の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者

を含む労働者に周知・啓発すること。

(2) 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制

の整備につき、次の措置を講じなければならない。

イ 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ定めること。

ロ イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。ま

た、相談窓口においては、職場におけるセクシュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、

その発生のおそれがある場合や、職場のおけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合

であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。

(3) 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談の申し出があった場合において、その事

案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処につき、次の措置を講じなければならない。

イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること

ロ イにより、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為

者に対する措置及び被害を受けた労働者（以下「被害者」という。）に対する措置をそれぞれ適正に行

うこと。

ハ 改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた

措置を講ずること。

なお、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同

様の措置を講ずること。

(4) (1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置

(1)から(3)までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。



イ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプ

ライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該セクシュアルハラスメントに係る事後

の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、

その旨を労働者に対して周知すること。

ロ 労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力し

たこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。


